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(別紙) 

協定項目番号 ２１ 協定項目名  国際交流事業、姉妹都市の取扱い 

調  整  内  容 

 

  国際交流事業、姉妹都市については、次のとおり取り扱うものとする。 

 

（１）国際交流事業 

現在実施している国際交流事業は新市に引き継ぐ。新市における青少年交流は、英語圏 

への中学生派遣を含め、友好・姉妹都市交流を中心とした青少年交流事業のなかで見直し 

を行う。 

 

（２）友好姉妹都市交流 

姉妹都市については、新市に引き継ぐ。 

友好都市については、新市に引き継ぎ、新市において改めて検討する。 
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